
 

 

障害のある職員の任免状況（令和７年６月１日時点） 

 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で

障害者を雇用することが義務付けされています。 
令和７年６月１日時点における障害のある職員の任免状況は、次のとおりです。 

 
  市長部局 消 防 局 交 通 局 上下水道局 教育委員会 

Ａ 法定雇用障害者数の算定の 

基礎となる職員数（人） 
8,512.5 210.0 853.0 1,162.0 7,839.5 

Ｂ 障害者計（ア＋イ＋ウ）（人） 243.5 7.0 25.0 34.0 182.5 

 ア 身体障害者数 187.5 5.0 － － 136.5 

  重度身体障害者 － － － － － 

  重度以外の身体障害者 － － － － － 

    短時間の重度身体障害者 － － － － － 

    短時間の重度以外の身体障害者 － － － － － 

  特定短時間の重度身体障害者 － － － － － 

  イ 知的障害者数 0 0 － － 7.0 

    重度知的障害者 0 0 － － 0 

    重度以外の知的障害者 0 0 － － 6 

    短時間の重度知的障害者 0 0 － － 0 

    短時間の重度以外の知的障害者 0 0 － － 2 

  特定短時間の重度知的障害者 0 0 － － 0 

  ウ 精神障害者数 56.0 2.0 － － 39.0 

    精神障害者 53 2 － － 31 

 
  

短時間の精神障害者 3 0 － － 6 

  特定短時間の精神障害者 0 0 － － 4 

令和７年度障害者雇用率（％） 2.86 3.33 2.93 2.93 2.33 

法定雇用率（％） 2.80 2.80 2.80 2.80 2.70 

令和６年度障害者雇用率（％） 2.80 3.54 3.59 3.10 2.63 

法定雇用率（％） 2.80 2.80 2.80 2.80 2.70 

 

 

 

 

 

 

 



（注）１ 「職員数」とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れの時から１年を超えて勤務する者 

（１年を超える見込みを含む）の数。このうち、短時間勤務職員（週２０時間以上３０時間未満）

は、１人をもって０．５人の職員とみなすが、週２０時間未満の者は「職員数」に含まない。 

また、「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、「職員数」のうち、「除外職員数」を 

控除し、さらに除外率設定機関においては「除外率相当職員数」についても控除した職員の数。 

２ 「身体障害者」とは、原則として身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が１級から

６級に該当する者。「重度身体障害者」とは、このうち１級又は２級に該当する者。 

３ 「知的障害者」とは、児童相談所、知的障害者福祉法第９条第６項に規定する知的障害者更生相

談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、

精神保健指定医又は障害者の雇用の促進等に関する法律第１９条の障害者職業センターにより 

知的障害者と判定された者。「重度知的障害者」とは、このうち、①療育手帳で程度が「Ａ」とされ

ている者、②児童相談所、知的障害者福祉法第９条第６項に規定する知的障害者更生相談所、 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第６条第１項に規定する精神保健福祉センター、 

精神保健指定医による療育手帳の「Ａ」に相当する程度とする判定書をもらっている者、③障害者

職業センターにより、「重度知的障害者」と判定された者、のいずれかに該当する知的障害の程度が

重いと判定された者。 

４ 「精神障害者」とは、精神保健福祉手帳の交付を受けている者。 
５ 対象となる障害者数の算定における換算については、以下のとおり。 
 ・ 重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(週の所定勤務時間数が３０時間以上である職員 

に限る）は、１人をもって２人とみなす。 
・ 重度身体障害者又は重度知的障害者である職員（週の所定勤務時間数が２０時間以上３０時間 
未満である職員に限る）及び重度身体障害者又は重度知的障害者を除く身体障害者又は知的障害 
者（週の所定勤務時間数が３０時間以上である職員に限る）及び精神障害者（週の所定勤務時間 
数が２０時間以上である職員に限る）は、１人をもって１人とみなす。 

 ・ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である職員（週の所定勤務時間数が１０時間 
以上２０時間未満である職員に限る）及び重度身体障害者、重度知的障害者を除く身体障害者又 
は知的障害者（週の所定勤務時間数が２０時間以上３０時間未満である職員に限る）は、１人を 
もって０．５人とみなす。 

    ６ 障害のある職員の種類・程度の区分ごとの数字が少なく、特定の者が障害者であること及びその

障害の程度等が推認されるおそれがある部分を「－」とする。 
 

【参考：障害者任免状況通報書】 

各任命権者における任免状況については、次のとおりです。 

・ 市 長 部 局 ⇒ 参考１ 

・ 消 防 局 ⇒ 参考２ 

・ 交 通 局 ⇒ 参考３ 

・ 上下水道局 ⇒ 参考４ 

・ 教育委員会 ⇒ 参考５ 

    ※ 障害のある職員の種類・程度の区分ごとの数字が少なく、特定の者が障害者であること及びその

障害の程度等が推認されるおそれがある部分を黒塗りとする。 



（日本産業規格Ａ列４）

京都市 年 ６ 月 １ 日

Ａ　任免状況

① 職員の数 （〔注意〕 2、3参照） ② 除外職員の数 （〔注意〕 3、4参照） ③ 旧除外職員の数 （〔注意〕 3、5参照）

a 職員の数 b 短時間勤務職 c 職員の総数 d 除外職員の数 e 短時間勤務 f 除外職員の総数 g 旧除外職員の数 h 短時間勤務 i 旧除外職員

（短時間勤務職員 員の数 = a+(b×0.5) （短時間勤務職員 除外職員の数 = d+(e×0.5) （短時間勤務職員 旧除外職員の数 の総数

を除く） を除く） を除く） = g+(h×0.5)

人 人 人 人 人 人 人 人 人

④　身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数 （〔注意〕 3、6参照）

(ｲ) (ﾛ) (ﾊ) (ﾆ) (ﾎ) (ﾍ) (ト) (ﾁ) (ﾘ) (ﾇ) (ﾙ) (ｦ) (ﾜ) (ｶ) (ﾖ) (ﾀ)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

Ｂ　上記に基づく計算

⑤ 現在設定されている除 ⑥ 基準割合 ⑦ ⑥に基づく除外率 ⑧ 適用される除外率 ⑨ 法定雇用障害者数の算 ⑩ 障害者計 ⑪ 実雇用率 ⑫ 法定雇用障害者数を達成

外率（〔注意〕 7参照） ={③i/(①c-②f)}×100 （〔注意〕 10参照） （〔注意〕 11参照） 　定の基礎となる職員の数　 =④ﾍ+④ｦ+④ﾀ =(⑩/⑨)×100   するために採用しなければ

（〔注意〕 8、9参照） 　　=①c-②f-{(①c-②f)×⑧} （〔注意〕 13参照） （〔注意〕 14参照）   ならない身体障害者、知的

（〔注意〕 12参照）   障害者又は精神障害者の数

（〔注意〕 15参照）

％ ％ ％ ％ 人 人 ％ 人

Ｃ　障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人

人

役職名 氏名

行財政局人事担当局長 藤田　洋史

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第８条の規定により、上記のとおり通報する。 　

7 年 8 月 5 日

任命権者の官職及び氏名 京都市長　松井　孝治厚 生 労 働 大 臣
殿

都 道 府 県 労 働 局 長

免疫機能障害

肝臓機能障害

D　障害者雇用推進者
　E　障害者活躍推進計画及びその取組
　　　の実施状況を公表しているURL https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000339036.html

令和

視覚障害者
（第１号に該当する者）

視力障害

肢体不自由者
（第４号に該当する者）

上肢不自由 7

内部障害者
（第５号に該当する者）

心臓機能障害 29

音声・言語・そしゃく機能障害者（第３号に該当する者） 2 移動機能障害 小腸機能障害

平衡機能障害 上肢機能障害 20 ぼうこう又は直腸機能障害 6

聴覚又は平衡機能障害者
（第２号に該当する者）

聴覚機能障害 7 体幹機能障害 10 呼吸器機能障害

区　　　　　分 人　　数 区　　　　　分 人　　数 区　　　　　分 人　　数

視野障害 9 下肢不自由 28 じん臓機能障害 13

0 16 0 0 8512.5 243.5 2.86 0

560 0 0 0 0 0

勤務職員

職員 職員

187.5 53 3 0

職員 である短時間勤務 勤務職員 ＋((ﾆ＋ﾎ)×0.5) 職員 である短時間勤務 勤務職員 ＋((ﾇ＋ﾙ)×0.5) 職員

精神障害者 精神障害者の数

以外の身体障害者 である短時間勤務 以外の身体障害者 である特定短時間 =(ｲ×2)＋ﾛ＋ﾊ 以外の知的障害者

重度知的障害者 重度知的障害者 重度知的障害者  重度知的障害者  重度知的障害者 知的障害者の数

=ﾜ＋ｶ＋(ﾖ×0.5)である短時間勤務 以外の知的障害者 である特定短時間 =(ﾄ×2)＋ﾁ＋ﾘ である短時間勤務 である特定短時間

様式第３号（第２条関係）　（表面）

障　害　者　任　免　状　況　通　報　書
機　関　名 令和 ７ 現在

重度身体障害者 重度身体障害者 重度身体障害者  重度身体障害者  重度身体障害者 身体障害者の数

8475 89 8519.5 7 0 7 1371 30 1386

精神障害者 精神障害者

参考１

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000339036.html


（日本産業規格Ａ列４）

京都市消防局 年 ６ 月 １ 日

Ａ　任免状況

① 職員の数 （〔注意〕 2、3参照） ② 除外職員の数 （〔注意〕 3、4参照） ③ 旧除外職員の数 （〔注意〕 3、5参照）

a 職員の数 b 短時間勤務職 c 職員の総数 d 除外職員の数 e 短時間勤務 f 除外職員の総数 g 旧除外職員の数 h 短時間勤務 i 旧除外職員

（短時間勤務職員 員の数 = a+(b×0.5) （短時間勤務職員 除外職員の数 = d+(e×0.5) （短時間勤務職員 旧除外職員の数 の総数

を除く） を除く） を除く） = g+(h×0.5)

人 人 人 人 人 人 人 人 人

④　身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数 （〔注意〕 3、6参照）

(ｲ) (ﾛ) (ﾊ) (ﾆ) (ﾎ) (ﾍ) (ト) (ﾁ) (ﾘ) (ﾇ) (ﾙ) (ｦ) (ﾜ) (ｶ) (ﾖ) (ﾀ)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

Ｂ　上記に基づく計算

⑤ 現在設定されている除 ⑥ 基準割合 ⑦ ⑥に基づく除外率 ⑧ 適用される除外率 ⑨ 法定雇用障害者数の算 ⑩ 障害者計 ⑪ 実雇用率 ⑫ 法定雇用障害者数を達成

外率（〔注意〕 7参照） ={③i/(①c-②f)}×100 （〔注意〕 10参照） （〔注意〕 11参照） 　定の基礎となる職員の数　 =④ﾍ+④ｦ+④ﾀ =(⑩/⑨)×100   するために採用しなければ

（〔注意〕 8、9参照） 　　=①c-②f-{(①c-②f)×⑧} （〔注意〕 13参照） （〔注意〕 14参照）   ならない身体障害者、知的

（〔注意〕 12参照）   障害者又は精神障害者の数

（〔注意〕 15参照）

％ ％ ％ ％ 人 人 ％ 人

Ｃ　障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人

人

役職名 氏名

　総務部人事課長 　池田　倫浩

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第８条の規定により、上記のとおり通報する。 　

7 年 7 月 14 日

任命権者の官職及び氏名 京都市消防局長　　名畑　徹

令和

厚 生 労 働 大 臣
殿

都 道 府 県 労 働 局 長

免疫機能障害

肝臓機能障害

聴覚又は平衡機能障害者
（第２号に該当する者）

聴覚機能障害 体幹機能障害 呼吸器機能障害

D　障害者雇用推進者
　E　障害者活躍推進計画及びその取組
　　　の実施状況を公表しているURL

https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000117/117638/syougaisyakoyo
u.pdf

移動機能障害 小腸機能障害

平衡機能障害 上肢機能障害 ぼうこう又は直腸機能障害

視野障害 下肢不自由 3 じん臓機能障害

視覚障害者
（第１号に該当する者）

視力障害

肢体不自由者
（第４号に該当する者）

上肢不自由

内部障害者
（第５号に該当する者）

心臓機能障害

区　　　　　分 人　　数 区　　　　　分 人　　数 区　　　　　分 人　　数

音声・言語・そしゃく機能障害者（第３号に該当する者）

0 0 0 0 210 7 3.33 0

20 0 0 0 0 0

勤務職員

職員 職員

5 2 0 0

職員 である短時間勤務 勤務職員 ＋((ﾆ＋ﾎ)×0.5) 職員 である短時間勤務 勤務職員 ＋((ﾇ＋ﾙ)×0.5) 職員

精神障害者 精神障害者の数

以外の身体障害者 である短時間勤務 以外の身体障害者 である特定短時間 =(ｲ×2)＋ﾛ＋ﾊ 以外の知的障害者

重度知的障害者 重度知的障害者 重度知的障害者  重度知的障害者  重度知的障害者 知的障害者の数

=ﾜ＋ｶ＋(ﾖ×0.5)である短時間勤務 以外の知的障害者 である特定短時間 =(ﾄ×2)＋ﾁ＋ﾘ である短時間勤務 である特定短時間

様式第３号（第２条関係）　（表面）

障　害　者　任　免　状　況　通　報　書
機　関　名 令和 ７ 現在

重度身体障害者 重度身体障害者 重度身体障害者  重度身体障害者  重度身体障害者 身体障害者の数

1834 0 1834 1624 0 1624 0 0 0

精神障害者 精神障害者

参考２

https://www.city.kyoto.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000117/117638/syougaisyakoyo


（日本産業規格Ａ列４）

京都市交通局 年 ６ 月 １ 日

Ａ　任免状況

① 職員の数 （〔注意〕 2、3参照） ② 除外職員の数 （〔注意〕 3、4参照） ③ 旧除外職員の数 （〔注意〕 3、5参照）

a 職員の数 b 短時間勤務職 c 職員の総数 d 除外職員の数 e 短時間勤務 f 除外職員の総数 g 旧除外職員の数 h 短時間勤務 i 旧除外職員

（短時間勤務職員 員の数 = a+(b×0.5) （短時間勤務職員 除外職員の数 = d+(e×0.5) （短時間勤務職員 旧除外職員の数 の総数

を除く） を除く） を除く） = g+(h×0.5)

人 人 人 人 人 人 人 人 人

④　身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数 （〔注意〕 3、6参照）

(ｲ) (ﾛ) (ﾊ) (ﾆ) (ﾎ) (ﾍ) (ト) (ﾁ) (ﾘ) (ﾇ) (ﾙ) (ｦ) (ﾜ) (ｶ) (ﾖ) (ﾀ)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

Ｂ　上記に基づく計算

⑤ 現在設定されている除 ⑥ 基準割合 ⑦ ⑥に基づく除外率 ⑧ 適用される除外率 ⑨ 法定雇用障害者数の算 ⑩ 障害者計 ⑪ 実雇用率 ⑫ 法定雇用障害者数を達成

外率（〔注意〕 7参照） ={③i/(①c-②f)}×100 （〔注意〕 10参照） （〔注意〕 11参照） 　定の基礎となる職員の数　 =④ﾍ+④ｦ+④ﾀ =(⑩/⑨)×100   するために採用しなければ

（〔注意〕 8、9参照） 　　=①c-②f-{(①c-②f)×⑧} （〔注意〕 13参照） （〔注意〕 14参照）   ならない身体障害者、知的

（〔注意〕 12参照）   障害者又は精神障害者の数

（〔注意〕 15参照）

％ ％ ％ ％ 人 人 ％ 人

Ｃ　障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人

人

役職名 氏名

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第８条の規定により、上記のとおり通報する。 　

7 年 7 月 8 日

任命権者の官職及び氏名 京都市公営企業管理者

交通局長　　北村　信幸

様式第３号（第２条関係）　（表面）

障　害　者　任　免　状　況　通　報　書
機　関　名 令和 7 現在

重度身体障害者 重度身体障害者 重度身体障害者  重度身体障害者  重度身体障害者 身体障害者の数

1892 4 1894 0 0 0 1615 4 1617

精神障害者 精神障害者 精神障害者 精神障害者の数

以外の身体障害者 である短時間勤務 以外の身体障害者 である特定短時間 =(ｲ×2)＋ﾛ＋ﾊ 以外の知的障害者

重度知的障害者 重度知的障害者 重度知的障害者  重度知的障害者  重度知的障害者 知的障害者の数

=ﾜ＋ｶ＋(ﾖ×0.5)

職員 である短時間勤務 勤務職員 ＋((ﾆ＋ﾎ)×0.5) 職員 である短時間勤務 勤務職員 ＋((ﾇ＋ﾙ)×0.5) 職員

である短時間勤務 以外の知的障害者 である特定短時間 =(ﾄ×2)＋ﾁ＋ﾘ である短時間勤務 である特定短時間

勤務職員

職員 職員

65 85 55 55 853 25 2.93 0

視野障害 下肢不自由 6 じん臓機能障害 2

視覚障害者
（第１号に該当する者）

視力障害

肢体不自由者
（第４号に該当する者）

上肢不自由

内部障害者
（第５号に該当する者）

心臓機能障害 3

区　　　　　分 人　　数 区　　　　　分 人　　数 区　　　　　分 人　　数

音声・言語・そしゃく機能障害者（第３号に該当する者） 移動機能障害 小腸機能障害

平衡機能障害 上肢機能障害 ぼうこう又は直腸機能障害

聴覚又は平衡機能障害者
（第２号に該当する者）

聴覚機能障害 体幹機能障害 呼吸器機能障害

D　障害者雇用推進者
　E　障害者活躍推進計画及びその取組
　　　の実施状況を公表しているURL

https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000339486.html
企画総務部職員課長 平井　真一

令和

免疫機能障害

肝臓機能障害

厚 生 労 働 大 臣
殿

都 道 府 県 労 働 局 長

参考３

https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000339486.html


（日本産業規格Ａ列４）

京都市上下水道局 年 ６ 月 １ 日

Ａ　任免状況

① 職員の数 （〔注意〕 2、3参照） ② 除外職員の数 （〔注意〕 3、4参照） ③ 旧除外職員の数 （〔注意〕 3、5参照）

a 職員の数 b 短時間勤務職 c 職員の総数 d 除外職員の数 e 短時間勤務 f 除外職員の総数 g 旧除外職員の数 h 短時間勤務 i 旧除外職員

（短時間勤務職員 員の数 = a+(b×0.5) （短時間勤務職員 除外職員の数 = d+(e×0.5) （短時間勤務職員 旧除外職員の数 の総数

を除く） を除く） を除く） = g+(h×0.5)

人 人 人 人 人 人 人 人 人

④　身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数 （〔注意〕 3、6参照）

(ｲ) (ﾛ) (ﾊ) (ﾆ) (ﾎ) (ﾍ) (ト) (ﾁ) (ﾘ) (ﾇ) (ﾙ) (ｦ) (ﾜ) (ｶ) (ﾖ) (ﾀ)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

Ｂ　上記に基づく計算

⑤ 現在設定されている除 ⑥ 基準割合 ⑦ ⑥に基づく除外率 ⑧ 適用される除外率 ⑨ 法定雇用障害者数の算 ⑩ 障害者計 ⑪ 実雇用率 ⑫ 法定雇用障害者数を達成

外率（〔注意〕 7参照） ={③i/(①c-②f)}×100 （〔注意〕 10参照） （〔注意〕 11参照） 　定の基礎となる職員の数　 =④ﾍ+④ｦ+④ﾀ =(⑩/⑨)×100   するために採用しなければ

（〔注意〕 8、9参照） 　　=①c-②f-{(①c-②f)×⑧} （〔注意〕 13参照） （〔注意〕 14参照）   ならない身体障害者、知的

（〔注意〕 12参照）   障害者又は精神障害者の数

（〔注意〕 15参照）

％ ％ ％ ％ 人 人 ％ 人

Ｃ　障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人

人

役職名 氏名

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第８条の規定により、上記のとおり通報する。 　

7 年 7 月 9 日

任命権者の官職及び氏名 京都市公営企業管理者上下水道局長　吉川　雅則

免疫機能障害

肝臓機能障害

D　障害者雇用推進者
　E　障害者活躍推進計画及びその取組
　　　の実施状況を公表しているURL総務部職員課長 森下　龍太

https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/cmsfiles/contents/0000269/269401/R7-R12plan.pdf

区　　　　　分 人　　数 区　　　　　分

5

令和

厚 生 労 働 大 臣
殿

都 道 府 県 労 働 局 長

移動機能障害 小腸機能障害

呼吸器機能障害

視覚障害者
（第１号に該当する者）

視力障害

肢体不自由者
（第４号に該当する者）

上肢不自由 4

内部障害者
（第５号に該当する者）

心臓機能障害

人　　数 区　　　　　分 人　　数

音声・言語・そしゃく機能障害者（第３号に該当する者） 0

平衡機能障害 0 上肢機能障害 ぼうこう又は直腸機能障害

視野障害 下肢不自由 4 じん臓機能障害 3

聴覚又は平衡機能障害者
（第２号に該当する者）

聴覚機能障害 体幹機能障害

0 0 0 0 1,162 34 2.93 0

勤務職員

職員 職員

職員 である短時間勤務 勤務職員 ＋((ﾆ＋ﾎ)×0.5) 職員 である短時間勤務 勤務職員 ＋((ﾇ＋ﾙ)×0.5) 職員

精神障害者 精神障害者の数

以外の身体障害者 である短時間勤務 以外の身体障害者 である特定短時間 =(ｲ×2)＋ﾛ＋ﾊ 以外の知的障害者

重度知的障害者 重度知的障害者 重度知的障害者  重度知的障害者  重度知的障害者 知的障害者の数

=ﾜ＋ｶ＋(ﾖ×0.5)である短時間勤務 以外の知的障害者 である特定短時間 =(ﾄ×2)＋ﾁ＋ﾘ である短時間勤務 である特定短時間

様式第３号（第２条関係）　（表面）

障　害　者　任　免　状　況　通　報　書
機　関　名 令和 ７ 現在

重度身体障害者 重度身体障害者 重度身体障害者  重度身体障害者  重度身体障害者 身体障害者の数

1,162 0 1,162 0 0 0 10 0 10

精神障害者 精神障害者

参考４

https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/cmsfiles/contents/0000269/269401/R7-R12plan.pdf


（日本産業規格Ａ列４）

京都市教育委員会 年 ６ 月 １ 日

Ａ　任免状況

① 職員の数 （〔注意〕 2、3参照） ② 除外職員の数 （〔注意〕 3、4参照） ③ 旧除外職員の数 （〔注意〕 3、5参照）

a 職員の数 b 短時間勤務職 c 職員の総数 d 除外職員の数 e 短時間勤務 f 除外職員の総数 g 旧除外職員の数 h 短時間勤務 i 旧除外職員

（短時間勤務職員 員の数 = a+(b×0.5) （短時間勤務職員 除外職員の数 = d+(e×0.5) （短時間勤務職員 旧除外職員の数 の総数

を除く） を除く） を除く） = g+(h×0.5)

人 人 人 人 人 人 人 人 人

④　身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数 （〔注意〕 3、6参照）

(ｲ) (ﾛ) (ﾊ) (ﾆ) (ﾎ) (ﾍ) (ト) (ﾁ) (ﾘ) (ﾇ) (ﾙ) (ｦ) (ﾜ) (ｶ) (ﾖ) (ﾀ)

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

Ｂ　上記に基づく計算

⑤ 現在設定されている除 ⑥ 基準割合 ⑦ ⑥に基づく除外率 ⑧ 適用される除外率 ⑨ 法定雇用障害者数の算 ⑩ 障害者計 ⑪ 実雇用率 ⑫ 法定雇用障害者数を達成

外率（〔注意〕 7参照） ={③i/(①c-②f)}×100 （〔注意〕 10参照） （〔注意〕 11参照） 　定の基礎となる職員の数　 =④ﾍ+④ｦ+④ﾀ =(⑩/⑨)×100   するために採用しなければ

（〔注意〕 8、9参照） 　　=①c-②f-{(①c-②f)×⑧} （〔注意〕 13参照） （〔注意〕 14参照）   ならない身体障害者、知的

（〔注意〕 12参照）   障害者又は精神障害者の数

（〔注意〕 15参照）

％ ％ ％ ％ 人 人 ％ 人

Ｃ　障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人 人 人

人

人

役職名 氏名

総務課長、教職員人事課長 安村　圭史、辰巳　敏秀 https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000276421.html

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第８条の規定により、上記のとおり通報する。 　

7 年 7 月 28 日

任命権者の官職及び氏名 京都市教育長　稲田　新吾

様式第３号（第２条関係）　（表面）

障　害　者　任　免　状　況　通　報　書
機　関　名 令和 ７ 現在

重度身体障害者 重度身体障害者 重度身体障害者  重度身体障害者  重度身体障害者 身体障害者の数

9490 617 9798.5 0 0 0 4819 283 4960.5

精神障害者 精神障害者 精神障害者 精神障害者の数

以外の身体障害者 である短時間勤務 以外の身体障害者 である特定短時間 =(ｲ×2)＋ﾛ＋ﾊ 以外の知的障害者

重度知的障害者 重度知的障害者 重度知的障害者  重度知的障害者  重度知的障害者 知的障害者の数

=ﾜ＋ｶ＋(ﾖ×0.5)

職員 である短時間勤務 勤務職員 ＋((ﾆ＋ﾎ)×0.5) 職員 である短時間勤務 勤務職員 ＋((ﾇ＋ﾙ)×0.5) 職員

である短時間勤務 以外の知的障害者 である特定短時間 =(ﾄ×2)＋ﾁ＋ﾘ である短時間勤務 である特定短時間

勤務職員

職員 職員

136.5 31 6 4 39.00 6 0 2 0 7

35 50 20 20 7,839.5 182.5 2.33 28.5

視野障害 7 下肢不自由 28 じん臓機能障害 12

視覚障害者
（第１号に該当する者）

視力障害

肢体不自由者
（第４号に該当する者）

上肢不自由 6

内部障害者
（第５号に該当する者）

心臓機能障害 21

区　　　　　分 人　　数 区　　　　　分 人　　数 区　　　　　分 人　　数

平衡機能障害 上肢機能障害 3 ぼうこう又は直腸機能障害 2

聴覚又は平衡機能障害者
（第２号に該当する者）

聴覚機能障害 13 体幹機能障害 9 呼吸器機能障害

3

肝臓機能障害

音声・言語・そしゃく機能障害者（第３号に該当する者） 移動機能障害 小腸機能障害

D　障害者雇用推進者
　E　障害者活躍推進計画及びその取組
　　　の実施状況を公表しているURL

令和

厚 生 労 働 大 臣
殿

都 道 府 県 労 働 局 長

免疫機能障害

参考５

https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/0000276421.html

